倉庫賃貸借契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）は、甲が所有する倉庫を乙に賃貸するにあたり、次のとおり契約を締結する。

（目的物件）
甲は、乙に対し、下記の倉庫（以下「本件倉庫」という。）を賃貸し、乙はこれを賃借する。
所在地：●●県●●市●●町●丁目●番地
名称・構造：鉄骨造倉庫（延床面積●●㎡）

（賃貸期間）
本契約の賃貸期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。
ただし、期間満了の●ヶ月前までに当事者いずれかから書面による解約の申し入れがないときは、同一条件でさらに1年間更新されるものとする。

（賃料および支払方法）
1　乙は、甲に対し、月額●●円（税込）を賃料として、毎月末日までに翌月分を前払いで支払うものとする。
2　賃料の支払は、甲指定の銀行口座に振込む方法による。振込手数料は乙の負担とする。
3　乙が賃料の支払を怠った場合、年14.6％の割合による遅延損害金を支払う。

（共益費および付随費用）
1　乙は、共益費、電気・水道・ガス等の光熱費、清掃費、その他使用に伴う諸費用を自己負担とする。
2　固定資産税や土地・建物の所有に関する税金は甲の負担とする。

（使用目的）
乙は、本件倉庫を自社の物品の保管その他倉庫業務に限り使用するものとし、甲の承諾なく他の用途に使用し、又は第三者に転貸してはならない。

（修繕および原状回復）
1　通常の使用による損耗を除き、乙は自己の責任において本件倉庫を善良なる管理者の注意をもって使用し、損傷・破損が生じた場合は速やかに甲に報告する。
2　乙の責めに帰すべき理由により損傷が生じた場合、乙は自費で修繕を行う。
3　本契約終了後、乙は本件倉庫を原状に回復し、明渡すものとする。

（禁止事項）
乙は、次の行為を行ってはならない。
(1) 本件倉庫を第三者に転貸し、又は使用権を譲渡すること
(2) 近隣に迷惑を及ぼす騒音・振動・臭気の発生
(3) 危険物、腐敗物、有害物質の保管
(4) 建物の構造・設備を甲の承諾なく改造・変更すること

（点検および立入権）
甲は、必要があるときは事前に乙に通知のうえ、本件倉庫に立ち入り、保守点検を行うことができる。乙は正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

（損害賠償および保険）
1　乙は、本件倉庫の使用に際して第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用においてこれを賠償する。
2　乙は、火災・盗難等の事故に備え、自己の費用で火災保険その他必要な保険に加入するものとする。

（契約の解除）
甲または乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由があるときは、催告なしに本契約を解除できる。
(1) 賃料の支払を2ヶ月以上怠ったとき
(2) 本契約に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらず是正しないとき
(3) 差押え、仮差押え、破産、民事再生等の申立てを受けたとき
(4) その他信用不安が生じ、契約の継続が困難と認められるとき

（契約終了および明渡し）
1　本契約が終了した場合、乙は直ちに本件倉庫を原状回復のうえ、明渡すものとする。
2　乙が明渡しを遅延したときは、乙は明渡し完了までの期間、日割り計算による賃料相当額を支払う。

（不可抗力）
天災地変その他不可抗力により本件倉庫の全部または一部が使用不能となった場合、当該期間中の賃料は減額し、または契約を解除できる。

（契約譲渡の禁止）
乙は、甲の書面による承諾なく、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

（協議事項）
本契約に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図る。

（準拠法および管轄）
本契約に関する準拠法は日本法とし、本契約に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和●年●月●日

甲：●●株式会社
住所：〒●●●-●●●●　●●県●●市●●町●丁目●番地
代表者名：●● ●●　印

乙：●●株式会社
住所：〒●●●-●●●●　●●県●●市●●町●丁目●番地
代表者名：●● ●●　印

